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法
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恰

岩

院

大

雲

良

債

に

図

っ

て

寺

一

践

を

恰

岩

院

一

る

。

一

イ

タ

ト

ク

Z

ン
育
徳
園
江
戸
本
郷
の
加
賀
務

と
改
め
、
石
動
山
東
林
院
の
法
弟
宥
築
を
住
持
た
ら
一
イ
キ
ヤ
ク
ラ
イ
ホ
タ
コ
ウ
異
客
様
北
孝
一
加
。
一
邸
の
庭
問
で
あ
る
。
寛
文
三
年
一
前
回
綱
紀
之
を
経
営

し
め
た
。
今
寺
穏
に
木
造
十
一
一
肉
親
世
脅
菩
薩
立
像
一
文
化
十
二
年
七
月
皆
目
景
周
者
。
内
題
に
は
、
六
闘
一
し
、
十
一
年
に
は
林
関
峰
恥
林
鳳
悶
・
.
林
晋
軒
・
人
見

体
高
三
八
桓
が
あ
り
、
室
町
末
期
乃
至
江
戸
初
期
の
一
史
中
関
人
井
助
接
客
一
使
等
-
婆
集
積
一
越
号
制
民
コ
ロ
閥
考
と
一
竹
洞
・
野
間
三
竹
・
野
間
允
姐
及
び
務
儒
平
岩
仙
桂
・

作
と
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
一
あ
り
、
欽
明
天
皇
三
十
一
年
か
ら
元
陸
元
年
に
至
る
一
滞
悶
宗
堅
・
五
十
川
剛
伯
を
曾
し
て
時
鐙
を
聞
き
、

イ
キ
ゲ
ザ
生
袈
裟
生
袈
裟
の
刑
は
寛
文
申
そ
一
聞
に
、
勝
人
波
び
激
務
容
使
が
加
魁
能
の
地
に
来
者
一
彼
等
を
し
て
そ
の
八
景
入
勝
荷
分
賦
せ
し
め
た
こ
と

の
附
匠
か
ら
放
逐
せ
ら
れ
た
慣
が
、
寺
院
中
に
侵
入
一
し
た
事
演
を
六
凶
史
・
摂
東
山
附
史
か
ら
抄
出
し
て
、
一
が
あ
る
。

し
、
銀
子
衣
類
を
盗
ん
だ
時
科
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
著
者
の
考
を
照
註
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
附
録
に
焔
↑
イ
タ
ヤ
マ
サ
へ
Z

生
山
佐
兵
衛
初
め
篠
原
粥

蓋
し
生
袈
裟
は
僧
侶
に
の
み
科
し
た
刑
名
で
あ
ら
一
大
相
附
管
公
奥
湖
海
凶
客
便
畑
一
附
料
問
弁
赴
越
州
詩
を
一
助
一
の
奥
カ
で
あ
っ
た
が
、
次
い
で
本
組
奥
カ
に
縛

ぅ
。
後
世
こ
の
穏
の
犯
罪
は
、
斬
刑
文
は
追
放
に
盛
一
載
せ
、
点
観
千
四
年
の
答
劫
海
正
勅
普
及
び
賜
劫
裕
一
じ
、
文
俸
百
六
十
石
を
受
け
て
組
外
に
泌
み
、
文
政

せ

ら

れ

た

。

一

入

銀

使

告

身

勅

醤

も

亦

官

公

の

作

と

し

て

録

せ

ら

一

十

年

残

し

た

。

子

係

滞

に

世

襲

し

た

。

イ
ギ
ス
豆
+
朔
風
至
郡
七
浦
庄
に
臨
す
る
部
一
れ
、
著
者
の
湖
海
凶
考
も
あ
る
o
全
編
漢
文
売
以
て
一
イ
タ
ル
伊
久
留
鹿
島
郡
三
階
良
川
保
に
臨
す

務
。
能
菅
誌
に
、
『
五
十
洲
は
問
所
に
て
、
盤
句
界
有
一
記
さ
れ
て
回
る
。
一
る
部
一
柄
。
能
登
名
跡
志
に
、
『
叉
伊
久
留
村
近
し
o
伊

て
能
き
村
な
り
。
昔
は
五
十
嵐
村
と
い
ひ
し
か
ど
、
一
イ
キ
リ
伊
切
江
沼
郡
北
部
に
鴎
す
る
篠
原
の
一
勢
内
宮
御
前
松
町
三
郎
四
郎
持
宮
の
神
明
宮
あ
り
。

野
風
烈
し
〈
、
故
に
改
名
せ
し
と
ぞ
o
此
捕
に
い
ぎ
一
一
部
で
あ
っ
た
が
、
大
事
寺
務
で
は
一
村
と
し
て
敏
一
一
長
家
よ
り
二
百
石
寄
附
有
o
百
姓
八
軒
あ
り
む
』
と
あ

す
と
云
務
藻
あ
り
。
痢
病
の
名
薬
な
り
。
』
と
あ
る
一
へ
て
ゐ
た
。
現
に
濁
立
の
部
務
を
な
す
。
一
る
。

が
、
五
十
嵐
村
の
設
は
信
じ
得
ぬ
。
海
藻
い
ぎ
す
は
一
イ
タ
オ
ウ
ザ
ン
育
豆
山
厨
王
山
を
厨
め
か
し
一
イ
ク
ル
伊
久
留
叫
・
タ
胤
至
郡
山
間
郷
に
圏
す

海

髪

と

書

く

。

一

て

い

ふ

場

合

に

文

人

離

の

用

ひ

た

訴

。

一

る

都

務

。

イ
キ
ツ
リ

F
ウ
生
一
釣
悶
生
釣
胴
の
刑
は
寛
文
一
イ
タ
ジ
モ
ノ
生
白
物
二
加
。
金
探
の
俳
人
事
一
イ
タ
ル
ガ
ハ
伊
久
留
川
鹿
島
都
上
村
後
山
領

五
年
有
夫
の
妥
に
し
て
密
夫
と
遁
じ
、
本
夫
の
江
戸
一
大
著
。
上
容
は
四
季
禽
獣
と
角
書
し
て
生
向
物
と
外
一
あ
な
が
ま
よ
り
流
問
で
、
能
育
部
下
領
で
一
一
，
宮
川

か
ら
踊
っ
た
際
、
相
携
へ
て
逃
走
稽
庭
し
た
も
の
に
一
題
し
、
下
容
は
四
季
虫
魚
と
角
書
し
て
生
自
物
歌
仙
一
に
w
m
A円
ふ
。
流
根
八
粁
除
。

科
し
た
こ
と
が
あ
る
。
後
世
で
は
斬
罪
を
以
て
、
こ
一
巻
附
と
外
題
す
る
。
戊
辰
〈
文
化
五
年
)
の
夏
山
腐
の
一
イ
タ
ル
ホ
径
留
保
鹿
島
郡
に
在
っ
た
。
承
久

の
時
間
の
罪
人
に
臨
ん
だ
。
一
序
が
あ
り
、
京
勝
間
務
助
の
板
。
内
鮮
は
禽
献
虫
魚
一
三
年
注
飴
の
能
稜
凶
閉
鍛

H
録
に
、
『
佑
留
保
、
七
町

イ
キ
ド
ウ
生
胴
生
胴
の
刑
は
、
務
の
倉
障
に
一
の
畿
句
を
類
題
編
漉
し
た
も
の
。
一
四
段
、
承
久
元
年
検
放
問
定
。
』
と
あ
る
。
後
悦
伊
久

入
っ
て
窃
盗
し
た
者
、
窃
鐙
叉
は
博
突
に
よ
る
禁
牢
一
イ
ク
タ
ジ
ヨ
ウ
セ
ン
生
田
丈
仙
外
科
瞬
間
。
畿
一
留
村
が
あ
る
。

中
破
獄
を
企
て
た
者
、
主
人
の
娘
と
相
封
死
を
な
し
一
一
俸
金
五
枚
・
三
十
人
扶
持
を
賜
は
り
、
延
費
二
年
三
一
イ
ク
ル
ミ
ウ
ヂ
王
生
氏
能
楽
榔
尚
山
下
の
丸

白
書
を
仕
損
じ
た
者
、
算
用
場
の
印
を
儒
遺
行
使
し
一
十
九
践
を
以
て
夜
し
た
。
一
山
に
壬
生
氏
を
群
す
る
務
家
が
あ
る
。
そ
の
家
程
に
、

た
者
、
私
曲
の
露
顕
し
た
震
来
館
し
て
領
外
に
逃
走
一
イ
ク
タ
シ
ロ
ベ
Z

生
田
四
郎
兵
衛
初
め
朝
食
一
元
祖
三
交
が
和
銅
己
酉
歳
二
周
十
五
日
大
和
際
原
の

を
企
て
た
者
、
士
人
に
し
て
親
殺
・
主
設
を
な
し
た
一
義
景
に
仕
へ
、
後
松
任
に
於
い
て
前
倒
利
長
に
仕
へ
、
一
部
売
出
で
、
越
前
か
ら
加
賀
に
入
り
、
山
深
〈
分
入

者
等
に
科
せ
ら
れ
た
。
士
人
を
生
胴
に
す
る
こ
と
は
一
大
坂
冬
陣
に
使
番
の
職
を
奉
じ
、
夏
陣
に
は
町
ロ
に
一
っ
て
こ
L

に
住
ん
だ
と
し
て
あ
る
。
家
僻
の
禁
法
と

極
め
て
精
だ
が
、
元
治
の
鐙
に
奥
カ
頑
悶
惣
助
が
之
一
て
槍
功
が
あ
b
、
線
千
石
に
京
b
、
銃
永
十
六
年
分
…
し
て
紳
教
湯
を
質
問
し
、
生
く
る
身
々
々
と
唱
へ
て

を
科
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
大
槻
事
件
に
、
朝
元
が
自
殺
一
一
封
の
際
富
山
侯
に
附
議
し
て
、
更
に
二
百
石
を
加
へ
、
一
服
す
る
時
は
諸
病
に
功
が
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。

後
に
於
い
て
生
胴
の
宣
告
を
得
た
知
き
は
特
例
で
あ
一

E
保

二

年

捜

し

た

o

一

イ

タ

ル

9
ヨ
ウ
イ
伊
久
留
了
意
も
と
長
氏
の

三
回

一
族
で
、
そ
の
組
重
辿
の
時
か
ら
鳳
至
郡
伊
久
留
に

居
た
の
で
、
之
を
氏
と
し
た
。
了
意
は
天

E
六
年
長

迷
路
の
越
前
か
ら
能
脅
に
人
ら
ん
と
す
る
に
先
だ

ち
、
そ
の
奥
黛
を
募
る
が
鑓
闘
中
に
奔
走
し
て
大
に

功
を
立
て
た
。
後
迷
路
か
ら
四
百
石
を
受
け
て
仕

へ
、
浦
野
探
右
衛
門
の
四
子
入
佑
が
そ
の
家
を
迎
い

だ。
イ
ケ
ガ
ハ
ラ
池
ヶ
原
河
北
郡
英
田
郷
に
臨
す

る
部
務
。
三
州
奇
談
に
街
地
気
妖
と
題
し
て
、
質
勝

二
年
こ
の
村
に
地
動
の
起
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
邸

る。
イ
ケ
ガ
ミ
ム
ヘ
Z

池
上
無
兵
衛
初
め
て
前
凶

利
長
に
仕
へ
て
百
五
十
石
を
領
し
た
が
、
子
孫
女
右

衛
門
・
蔚
右
衛
門
を
経
て
、
菊
三
郎
が
寛
保
三
年
夜

す
る
に
及
び
家
断
絶
し
、
そ
の
子
櫨
右
衛
門
は
奥
力

と
な
っ
た
。

イ
ケ
ギ
ン
ザ
ン
池
銀
山
石
川
郡
河
内
庄
奥
泊

領
に
あ
っ
て
、
池
の
銀
山
と
い
う
た
。
元
蔵
十
二
年

三
用
銀
村
叉
七
の
醤
主
に
、
奥
泊
村
に
は
八
十
年
許

前
に
銀
山
出
来
、
五
十
よ
ヰ
程
も
緩
領
し
て
、
町
家

百
四
五
十
軒
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
退
陣
し
た
と
あ

る
o
E保
か
ら
寛
交
の
山
師
は
、
金
津
町
大
橋
康
彦

三
郎
だ
っ
た
と
も
偲
へ
る
0

・

イ
ケ
ザ
キ
掛
川
崎
鹿
島
郡
三
防
良
川
保
に
臨
す

る
部
務
。

イ
ケ
ザ
キ
ガ
ハ
漉
崎
川
鹿
島
郡
池
崎
の
東
南

杉
之
谷
内
か
ら
源
や
・
渡
し
、
池
崎
を
経
て
商
流
し
、

清
仁
に
至
っ
て
二
宮
川
に
合
す
る
。

イ
ケ
ザ
キ
ケ
ン
レ
イ
惣
崎
見
嶺
石
川
郡
提
宗

東
波
正
林
寺
の
住
職
。
凌
霜
庵
と
穣
し
、
宗
来
ゃ
.
香

山
院
欝
師
に
製
ん
で
寮
司
に
陸
り
、
結
踊
・
和
歌
・
俳

句
並
び
に
之
を
能
く
し
た
。
明
治
三
十
九
年
四
月
十

八
日
寂
。
享
年
七
十
館
。
法
践
を
凌
霜
院
と
諮
ら
れ
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